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（法人） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（個人） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
※2

○ △

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
※9

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
※9

○ ○ △

○ △ ○ △

※1 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○

※1 ○ ○ ○ ○

○
※6

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

※１
※８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○
※7

○
※6

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ △

更
新

○
※10

 ※6 同一免許内、人が変更する場合は、別途書類必要

 ※7 専取の場合のみ写し必要

 ※8 死亡の確認できる書類必要

 ※9 事後届出の場合は手続後に提出

 ※5 旧免許分を提出  ※10 免許申請書1面～4面、添付書類（８）、顔写真(希望する場合)

免許更新

※1 準会員の入会がある場合

※2 供託書（写し）を添付のこと

※3 新規入会の法人・個人に準ずる

※4 本店の代表者変更の場合は、代表者誓約書・連帯保証書が必要

専・従の承継(変更）

同一免許内、同一人の
従業者→専任

廃
業
・
退
会

廃業・退会

支
店
廃
止

県内本店、県内外に支店

県外本店、県内に支店

準会員の退会

※3

○
 

※5

個人←→法人 ※3

個人代表者の死亡相続

個人代表者の生前相続

変
　
　
更

商号又は名称
事務所所在地の変更
電話・FAX番号の変更

法人代表者変更　※4

支店の代表者変更

同一免許内、同一人の
専取準会員→従業者準会員

承
　
　
継

期間満了
(満了後90日以内に限る)

知事→大臣（支店の増設）

大臣→知事（支店の廃止）

準
会
員

様　　式

入
　
　
会

新規入会

※1
既存業者入会 ※3

支
店
開
設

県内本店、県内に支店

県外本店、県内に支店

準会員の入会

【入退会・変更等必要枚数一覧】 △･･･場合により必要

団体 業 協 会 保 証 協 会


